
西粟倉村農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和 ７年 １２月２３日（火） 午後６：３０～ ６：５５ 

 

２．開催場所 あわくら会館 東４ 

 

３．出席者 

農業委員 事務局 

○ 青木英隆   

○ 萩原眞壽雄  

○ 上山光重   

○ 清水貴志   

○ 神原秀吾 

○ 政久剛志 

○ 井上 誠 

○ 春名光博   

○ 新田 茂   

○ 春名昌美   

○ 田中裕之   

○ 小椋義宣   

事務局長  春名 一樹  

事務員   谷口 亮太朗 

 

 

４．議事日程 

・ 議事録署名委員の選出 

   ・ 議案第１号 農用地利用集積等促進計画の公告について（一括契約） 

   ・ 報告第１号 農地法第３条の３ 

・ 報告第２号 農地法第１８条 

・ 報告第３号 現況証明 

・ 議案第１号  許可・不許可 

 

６．内容 

事務局長 

 

それでは、お時間となりました。１２月の農業委員会を始めさせて頂きたいと思います。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

会長 それでは、議題にそって審議していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

まず、今回の議事録署名委員の指名をします。今回は、議席番号１０番の春名光博

委員と１１番の田中委員にお願いします。 

それでは、事務局から説明をよろしくお願いします。 

事務局 失礼します。 



それでは、早速ですが資料２ページ目をお願いします。 

事務局 
■議案第１号  P2 

農用地利用集積等促進計画の公告について。 

今回、７件の申請がありました。 

 

■申請番号 69番（使用貸借権）4筆 

渡し人  兵庫県●●●番地    ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地        ●●● 氏 

 

■申請番号 70番（使用貸借権）4筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

本件は３月末で満了を迎える１筆と、後述の報告第２号で合意解約した農地３筆の計４

筆を再度貸借契約するものになります。 

 

■申請番号 71番（使用貸借権）1筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

本件の土地の名義人は故●●●氏ですが、12 ページにあります「相続に関する自己申

告書」を各申請者よりご提出いただいているので、相続の手続きが完了していない場合

でも土地を管理している申請者名義で貸借の利用ができるものとなっております。 

 

■申請番号 72番（使用貸借権）2筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

■申請番号 73番（使用貸借権）6筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

 

■申請番号 74番（使用貸借権）2筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

■申請番号 75番（使用貸借権）1筆 

渡し人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

受け人  西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

 

詳細は 6～27ページに添付をしておりますのでご確認ください。 

 

会長 
第１号議案について、何かありますでしょうか。 



小椋委員 
17ページの地籍図について、名前の一部が消えている。 

事務局 
失礼いたしました。こちらの確認不足でした。 

萩原委員 
今回の申請は全て再設定ですか。 

事務局 
そうですね。全て再設定になります。 

会長 
他に無いようでしたら、第１号議案についてはご承認いただきました。 

他に無いようでしたら、次に、報告第 1号について説明をお願いします。 

事務局 ■報告第１号 P24 

農地法第３条の３の規定による届出についてです。 

今回４件の届出がありました。 

■報告番号 65番 

届出者 西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

本件は故●●●氏の死亡による相続の届出です。 

 

■報告番号 66番 

届出者 西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

本件は故●●●氏の死亡による相続の届出です。 

 

■報告番号 67番 

届出者 西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

本件は故●●●死亡による相続の届出です。 

 

■報告番号 68番 

届出者 東京都●●●番地   ●●● 氏 

本件は時効取得による農地の取得になります。 

 

詳細は 26～58ページに添付をしておりますのでご確認ください 

会長 報告事項第１号について、何かありますでしょうか。 

 



（意見聴取） 

異議なし。 

会長 ないようでしたら。次に報告第２号について説明をお願いします。 

事務局 ■報告第２号 P59 

農地法第１８条合意解約の案件です。 

■報告番号 76番 3筆 

貸人  ●●● 氏 

借人  ●●● 氏 

本件は、前述の第１号議案で新たに貸借契約を結ぶほ場になります。こちらの３筆はそ

れぞれ利用権設定を契約していますが、満了日がバラバラで管理がしにくいので今回の

契約のタイミングで満了日を合わせたい。との事で一旦合意解約を行い、３月末で満了

を迎えるほ場と合わせて再度貸借の契約を行うものです。 

詳細は 60 ページに添付をしております。ほ場の場所は 9～10 ページをご確認くださ

い。 

（意見聴取） 

で終わったら・・・ 

会長 ないようでしたら。次に報告第３号について説明をお願いします。 

事務局 ■報告第３号 P61 

現況証明願（非農地証明願）の届出についてです。 

■報告番号 63番 

申請者 西粟倉村●●●番地   ●●● 氏 

■報告番号 64番 

申請者 京都府●●●番地   ●●● 氏 

本件は、それぞれ相続で農地を取得されましたが、遠方に在住や仕事を行っている関係

で適切な管理ができず現状に至っているとの事で非農地証明の依頼をしたとの事でし

た。 

井上会長、神原会長代理、上山委員と現地確認を行った結果。雑種地と判定しました。 

詳細は 62～77ページに添付をしておりますのでご確認ください。 

会長 報告３号について、何かありますでしょうか。 

会長 その他、事務局からありますでしょうか。 



事務局  先月、萩原委員より要望いただきました。農地中間管理権の「新規・再設定」の枠

を追加してほしいという件です。農地中間管理機構と確認を取りましたところ、これ

からお配りします申請書のように手を加えても良い。との事でしたので今後はお配り

した申請書で運用してみようと思います。申請者につきまして要望がありましたら、

またお知らせいただければと思います。 

会長 以上よろしいでしょうか。 

無いようでしたら以上で、議事を終了します。事務局にお返しします。 

事務局長 お疲れさまでした。 

それでは、閉会の辞を会長代理お願いします。 

会長代理 ～閉会～ 

 

 

 

 

 

 

   年   月   日 

 

議事録署名委員                

 

議事録署名委員                


